
一般財団法人新潟市海洋河川文化財団 

第１回評議員会（第２期）議事録（抄本） 

 

１ 開催日時 

 平成２８年９月２０日（火） ９時５５分から１０時４０分まで 

２ 開催場所 

 新潟市水族館マリンピア日本海 ２階団体休憩室(新潟市中央区西船見町 5932-445） 

３ 評議員現在数及び定足数 

 現在数５人、定足数４人 

４ 出席評議員数 ４人 

 （出 席） 青木上 評議員、酒泉佐織 評議員、高桑文夫 評議員、中野力 評議員 

 （欠 席） 斎藤聖治 評議員 

５ 出席理事及び監事 

 （理 事） 高橋道映 理事長（代表理事）、小黒和弘 専務理事（代表理事） 

 （監 事） 佐藤昌弘 監事、山岸誠一 監事 

６ その他出席者 

 （事務局） 加藤治彦 水族館長、長谷川一栄 文化政策課主幹、長谷川聡 主査 

７ 決議事項 

 議案第１号 第１期事業報告及び決算の承認について 

 議案第２号 公益法人への移行の承認について 

 議案第３号 定款の変更について 

８ 報告事項 

 職務執行状況の報告事項について 

９ 議事の経過の要領及びその結果 

 ⑴ 出席者の確認及び議長の選出 

小黒専務理事が出席者の紹介を行い、配付議案の確認をした。その後、定款並びに評議員会

運営規程に基づき青木評議員が互選により議長に選出され、青木議長が開会宣言を行った。 

 ⑵ 評議員の出席状況の確認及び議事録署名人の選出 

青木議長が、評議員会運営規程に基づき理事へ出席状況の報告を求め、小黒専務理事より定

款並びに評議員会運営規程に規定する評議員の過半数の出席を満たしており、本評議員会は有

効に成立している旨の説明があった。 

議事録署名人は定款並びに評議員会運営規程に基づき青木議長並びに議長の指名により高桑

評議員及び中野評議員とし、議案の確認後、審議に移った。 

 ⑶ 議案第１号 第１期事業報告及び決算の承認について 

青木議長が上記議案について、理事からの説明を提言した。これを受け、小黒専務理事が事

業報告及び決算についての説明を行った。 

事業報告は、事業概要・事業内容（公益移行認定申請事業、海洋河川文化の普及啓発事業、

法人運営・次期指定管理者応募の準備・職員転籍準備などのその他事業）について説明がされ、

決算については、財務諸表（貸借対照表、正味財産増減計算書、財務諸表に対する注記、附属



明細書、財産目録）に基づき資産、負債、正味財産の説明がされた。 

続いて、監事を代表して山岸監事から業務執行は適正に行われていたこと、財政状態及び会

計決算については、財務諸表に適正に表示されていたと報告があった。 

説明終了後、本議案に関して、次のとおり質疑応答があった。 

 （酒泉評議員） 指定正味財産増減の部の受取寄付金一千万円とは何か？ 

 （小 黒 専 務） 基本財産の一千万円であり、これは全て新潟市からの出資金である。 

 （青木評議員） 公益法人の向けた、職員の転籍について職員の反応は？ 

 （小 黒 専 務） 現状、開発公社は多岐にわたって事業を行っている中で、新潟市の方針とし

て水族館事業を分離独立すると決定した。そのため、専門職員である飼育職

員が水族館の飼育展示に携わるためには、転籍する必要性がある。その点を

踏まえて、飼育職員には、新財団は新潟市１００％出資による財団であると

ともに、給与面、待遇面においても開発公社の内容をそのまま引き継ぎ、転

籍職員に対して不利益をこうむらないよう移行すると説明を行った結果、納

得する形で転籍の承諾を得た。 

質疑応答を経て、審議の結果、本議案は、出席評議員の満場一致で原案どおり可決承認され

た。 

 ⑷ 議案第２号 公益法人への移行の承認について 

青木議長が上記議案について、小黒専務理事からの説明を提言した。これを受け、小黒専務

理事が一般法人から公益法人への移行することと、それに伴う主な相違点（要件、商号、事業、

税制、監督、取消）・スケジュールの説明がされた。 

説明終了後、本議案に関して、次のとおり質疑応答があった。 

 （酒泉評議員） 税制の優遇に関して、収益事業は公益事業への繰入後の利益のみ課税につい

て、もう少し詳しく説明をしてもらいたい。 

（小 黒 専 務） 現状、水族館で行っている収益事業は、主にレストラン・売店・自動販売機で

ある。一般法人では、収益事業の利益の全てが課税対象となるが、公益法人

の場合は、利益の５０％を繰り入れることができ、繰り入れた後に残った利

益のみが課税対象となるため、その点において税制の優遇が受けられる。 

（青木評議員） スケジュールについて、１１月に１回目の審議会に諮り、その後、予備とし

て２・３回目とあるが、現状の見通しはどうであるか？１回目で認定を受け

ることは厳しいと聞いているが？ 

（小 黒 専 務） １回目で認定を受けることは非常に厳しいと思われるが、既に県との打ち合

わせをして、申請書の中身について修正を行っている。そのため、１回目の

審議会で認定を受ける可能性もあると思われる。 

質疑応答を経て、審議の結果、本議案は、出席評議員の満場一致で原案どおり可決承認され

た。 

⑸ 議案第３号 定款の変更について 

青木議長が上記議案について、小黒専務理事からの説明を提言した。これを受け、小黒専務

理事が公益法人への移行に伴う定款の変更について説明がされた。 

また、軽微な修正があった場合は、代表理事に一任する旨の説明も併せてされた。 



説明終了後、本議案に関して、次のとおり質疑応答があった。 

（酒泉評議員） 役員等の報酬等について、別に規程を定めたのはなぜか？また、今後、報

酬の金額を変更するのか？ 

（小 黒 専 務） 役員等の報酬に関しては、別に定める必要があるため、先の７月１２日の

評議員会にて報酬規程を制定した。今回の定款変更では、それに関連する

内容の修正を行う。また、報酬の金額に関しては、今後の社会情勢等を考

慮して変更する可能性もある。 

質疑応答を経て、審議の結果、本議案は、出席評議員の満場一致で原案どおり可決された。 

⑹ 職務執行状況の報告事項について 

青木議長が上記報告事項について、小黒専務理事からの説明を提言した。これを受け、小黒

専務理事が次の内容についての報告を行った。 

 ・公益認定申請の進捗状況について 

・次期指定管理者の応募・選定について 

・職員転籍に伴う経過報告について 

 ・月次監査（外部）の報告について 

  報告終了後、本報告事項に関して、次のとおり質疑応答があった。 

  （高桑評議員） 職員の転籍に関して、事務系職員７名のうち４名が転籍希望ということで

あるが、残りの３名は今後どうするのか？また、転籍希望者が４名であっ

たことに関しては、当初からの予定通りの人数であったのか？ 

（小 黒 専 務） ３名に関しては、来年度以降は開発公社からの出向として水族館へ勤務と

なる。また、転籍の人数であるが、当初は７名全員を出向という形を考え

ていたが、希望を募ったところ４名から転籍の希望があった。人数的には

転籍４名、出向３名のほぼ半々となり、バランス的には良い人数だと考え

ている。 

  

以上をもって、全ての議案の審議及び報告を終了したので、議長は１０時４０分に閉会を宣言

した。 

 

 上記の議事の経過の要領及びその結果並びに報告事項が正確であることを証するため、議長及

び出席した評議員２人は記名押印する。 

 

平成２８年９月２０日 

 

一般財団法人新潟市海洋河川文化財団 

 

 

評議員会議長   青木  上 
                                            

 

 



評  議  員   高桑  文夫 
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議案第１号 

 

 

一般財団法人新潟市海洋河川文化財団 第１期事業報告及び決算の承認について 

 

 

 一般財団法人新潟市海洋河川文化財団第１期事業報告及び決算について、定款第９条第２項の

規定に基づき、評議員会の承認に付する。 

 なお、事業報告及び決算に関する書類は、別紙（事業報告）、別紙（財務諸表）及び別紙（監査

報告書）のとおりである。 

 

 

平成２８年９月２０日提案 

 

一般財団法人新潟市海洋河川文化財団 

代表理事 理事長  高橋 道映 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案第２号 

 

 

一般財団法人新潟市海洋河川文化財団 公益法人への移行の承認について 

 

 

 一般法人から公益法人への移行について、評議員会の承認に付する。 

 なお、公益法人への移行に伴う主な相違点及びスケジュールについては、次のとおりである。 

 また、移行認定申請に必要な関係書類は、新潟県担当部署（法務文書課・文化振興課）の指導

を受けながら作成を進めることとする。 

 

 

～公益法人移行に伴う主な相違点・スケジュール～ 

 

１ 相違点 

 公益財団法人 一般財団法人（非営利型） 

要 

件 

・法人法に適合し公益目的事業を主に行う 

・新潟県公益認定等審議会（以下「審議会」と

する）の審査が必要 

・法人法に適合していれば登記のみ 

商 

号 

・社会的信用力が高まる 

・他法人との差別化・公益性をアピールできる

・公益性を連想させる商号は使用不可 

・法人格において、株式会社などと大差ない

事 

業 

・公益認定基準を遵守した事業を実施 

・事業変更、新規事業を行う場合、審査必要 

・特に制限なし 

税 

制 

・公益目的事業は全て非課税 

・収益事業は公益目的事業へ繰入後の利益の

み課税 

・公益目的事業は全て非課税 

・収益事業は全て課税 

監 

督 

・審議会と県による監督 

・認定基準を示す定期書類を毎年提出 

・税務署による税申告の監督 

取 

消 

・認定要件を満たさず、勧告・命令に従わない

場合 

・取消後、５年間は公益財団法人になれない 

・基本財産が３００万円以下になると法人格

を失う 

 

２ スケジュール 

28 年 8 月 ・公益認定申請書の作成（県と随時相談） 



9 月  

10 月 ・公益認定申請書の内容説明（役員・評議員） 

・公益認定申請書提出 

11 月 ・審議会（１回目） 

12 月 ・公益認定申請書再提出 

29 年 1 月 ・審議会（２回目※予備） 

2 月 ・公益認定申請書再提出 

3 月 ・審議会（３回目※予備） 

・３／１７答申予定 

・３／２４認定予定 

4 月 ・４／１登記予定 

・公益財団法人として移行スタート 

 

 

平成２８年９月２０日提案 

 

一般財団法人新潟市海洋河川文化財団 

代表理事 理事長  高橋 道映 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案第３号 

 

 

一般財団法人新潟市海洋河川文化財団 定款の変更について 

 

 

 公益法人へ移行に伴い、次のとおり定款を変更する。 

 なお、当定款は、公益法人へ変更登記した日から施行する。 

 また、軽微な修正があった場合、その修正は、代表理事に一任するものとする。 

 

新 旧 

（第１条～第２条 略） 

 （目的） 

第３条 この法人は、新潟市を中心とする海洋・

河川文化（海、河川、潟湖、湧水他、水族等）

の現況把握、歴史的背景及び保護継承を通し

て、社会における海洋・河川文化の重要性・関

係性を啓発し、もって新潟市の文化醸成に寄

与するとともに、地域社会の持続的発展に寄

与することを目的とする。 

（第４条第１項本文 略） 

⑴ 海洋・河川文化の普及啓発、調査研究及び

保護継承事業 

（第４条第２号 略） 

（削除） 

⑶ その他この法人の目的を達成するために必

要な事業 

（第５条～第９条 略） 

 （公益目的取得財産残額の算定） 

第１０条 代表理事は、公益社団法人及び公益

財団法人の認定等に関する法律施行規則第４

８条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業

年度の末日における公益目的取得財産残額を

算定し、前条第３項第４号の書類に記載する

ものとする。 

（削除） 

 

 

（第１条～第２条 略） 

 （目的） 

第３条 この法人は、新潟市を中心とする海洋・

河川文化（海、河川、潟湖、湧水他、水族等）

の現況把握・歴史的背景・保護継承を通して、

社会における海洋・河川文化の重要性・関係性

を啓発し、もって新潟市の文化醸成に寄与す

るとともに、地域社会の持続的発展に寄与す

ることを目的とする。 

（第４条第１項本文 略） 

⑴ 海洋・河川文化の普及啓発・調査研究・保護

継承事業 

（第４条第２号 略） 

⑶ 前各号の事業に関する収益事業 

⑷ その他この法人の目的を達成するために必

要な事業 

（第５条～第９条 略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

（余剰金の不分配） 

第１０条 この法人は、余剰金の分配を行うこ

とができない。 



（第１１条～第１２条第２号 略） 

３ 評議員は、この法人の理事又は監事、使用

人を兼ねることができない。 

（第１３条第１項～第２項 略） 

３ 評議員は、第１１条に定める定数に足りな

くなるときは、任期の満了又は辞任により退

任した後も、新たに選任された者が就任する

まで、なお評議員としての権利義務を有する。

（第１４条 略） 

 （構成） 

第１５条 評議員会は、全ての評議員をもって

構成する。 

（第１５条第２項～第１９条第１項 略） 

２ 前項の場合において、議長は、評議員会の

決議に、評議員として議決に加わることはで

きない。 

（第１９条第３項 略） 

４ 理事又は監事を選任する議案を決議するに

際しては、候補者ごとに第１項の決議を行わ

なければならない。理事又は監事の候補者の

合計数が第２２条に定める定数を上回る場合

には、過半数の賛成を得た候補者の中から得

票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を

選任することとする。 

（第１９条第５項 略） 

 （報告の省略） 

第２０条 理事が評議員の全員に対して評議員

に報告すべき事項を通知した場合において、

当該事項を評議員に報告することを要しない

ことにつき評議員の全員が書面又は電磁的記

録により同意の意思表示をしたときは、当該

事項の評議員会への報告があったものとみな

す。 

（第２１条～第２２条第２項 略） 

３ 前項の理事長及び専務理事をもって一般法

人法上の代表理事とし、常務理事をもって一

般法人法第９１条第１項第２号の業務執行理

事とする。 

（第１１条～第１２条第２号 略） 

３ 評議員は、この法人の理事又は監事を兼ね

ることができない。 

（第１３条第１項～第２項 略） 

３ 評議員は、第１１条に定める定数に足りな

くなる時は、任期の満了又は辞任により退任

した後も、新たに選任された者が就任するま

で、なお評議員としての権利義務を有する。 

（第１４条 略） 

 （構成） 

第１５条 評議員会は、すべての評議員をもっ

て構成する。 

（第１５条第２項～第１９条第１項 略） 

２ 前項前段の場合において、議長は、評議員

会の決議に、評議員として議決に加わること

はできない。 

（第１９条第３項 略） 

４ 理事又は監事を選任する議案を決議するに

際しては、候補者ごとに第１項の決議を行わ

なければならない。理事又は監事の候補者の

合計数が第２２条に定める定数を上回る場合

には、過半数の賛成を得た候補者の中から得

票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を

選任することができる。 

（第１９条第５項 略） 

（報告の省略） 

第２０条 理事が評議員の全員に対して評議員

に報告すべき事項を通知した場合には、当該

事項を評議員に報告することを要しないこと

につき評議員の全員が書面又は電磁的記録に

より同意の意思表示をしたときは、当該事項

の評議員会への報告があったものとみなす。 

 

（第２１条～第２２条第２項 略） 

３ 前項の理事長及び専務理事をもって一般法

人法上の代表理事とし、常務理事をもって同

法第９１条第１項第２号の業務執行理事とす

る。 



（第２２条第１項及び第２項 略） 

３ 監事はこの法人の理事、評議員又は使用人

を兼ねることができない。 

（第２３条第４項 略） 

５ 他の同一の団体（公益法人をのぞく）の理

事又は使用人である者その他これに準ずる相

互に密接な関係にある者として法令で定める

ものである理事の合計数は、理事の総数の３

分の１を超えてはならない。監事についても

同様とする。 

（第２４条～第２７条 略） 

（役員の報酬等） 

第２８条 理事又は監事に対して、評議員会に

おいて別に定める総額の範囲内で、評議員会

において別に定める報酬等の支給の基準に従

って算定した額を報酬等として支給すること

ができる。 

（第２８条第２項及び第３項 略） 

 （役員の責任の免除又は限定） 

（第２９条 略） 

 （構成） 

第３０条 理事会は、全ての理事をもって構成

する。 

（第３１条～第３６条第１項 略） 

２ 出席した理事長、専務理事及び監事は、前

項の議事録に記名押印する。 

（第３７条～第３９条 略） 

 （公益認定の取消し等に伴う贈与） 

第４０条 この法人が公益認定の取消しの処分

を受けた場合又は合併により法人が消滅する

場合（その権利義務を承継する法人が公益法

人であるときを除く。）には、評議員会の決議

を経て、公益目的取得財産残額に相当する額

の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当

該合併の日から１ヶ月以内に、公益社団法人

及び公益財団法人の認定等に関する法律第５

条第１７号に掲げる法人又は国若しくは地方

公共団体に贈与するものとする。 

（第２２条第１項及び第２項 略） 

３ 監事はこの法人の理事又は評議員、使用人

を兼ねることができない。 

（第２３条第４項 略） 

５ 他の同一の団体の理事又は使用人である者

その他これに準ずる相互に密接な関係にある

者として法令で定めるものである理事の合計

数は、理事の総数の３分の１を超えてはなら

ない。監事についても同様とする。 

 

（第２４条～第２７条 略） 

（役員の報酬等） 

第２８条 理事又は監事に対して、職務遂行の

対価として支給する報酬の額は、次のとおりと

する。 

⑴ 常勤役員の報酬  年額 金 4,470,396 円 

⑵ 非常勤役員の報酬 日額   金 13,000 円 

（第２８条第２項及び第３項 略） 

 （役員の責任の免除） 

（第２９条 略） 

 （構成） 

第３０条 理事会は、すべての理事をもって構

成する。 

（第３１条～第３６条第１項 略） 

２ 理事長、専務理事及び監事は、前項の議事

録に記名押印する。 

（第３７条～第３９条 略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第４１条 （略） 

第４２条 （略） 

第４３条 （略） 

第１１章 補則 

 （委任） 

第４４条 この定款に定めるもののほか、この

法人の運営に関する必要な事項は、理事会の

決議により別に定める。 

（附則 略） 

第４０条 （略） 

第４１条 （略） 

第４２条 （略） 

（新設） 

 

 

 

 

（附則 略） 

 

平成２８年９月２０日提案 

 

一般財団法人新潟市海洋河川文化財団 

代表理事 理事長  高橋 道映 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



報告事項 

 

 

職務執行状況報告書 

 

 

 この報告書は、代表理事の職務の執行状況に関する報告であり、報告事項については、下記の

とおりです。 

 

 

１ 公益認定申請の進捗状況について 

 

２ 次期指定管理者の応募・選定について 

 

３ 職員転籍に伴う経過報告について 

 

４ 月次監査（外部）の報告について 

 

 

平成２８年９月２０日報告 

 

一般財団法人新潟市海洋河川文化財団 

代表理事 理事長  高橋 道映 

 

 


